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要旨 

高齢社会が急速に進む中,医療施設・高齢者施設などでは, どうしても個人の人権のひとつであるプライバシーは

蔑ろにされがちである.日本も国際障がい者権利条約の批准が求められている中で,高齢者・障がい者に対するプラ

イバシーを守ること,すなわち個人情報の保護ができるのかを新たな問題として提起する.そして,高齢者・障がい者

のための個人情報の保護を組み込んだデザインとその社会システムを構築する必要性についても述べる. 

1. 問題提起  

日本の高齢化は1980年代から急速に進み始めて,現在65歳以上の高齢者人口比率は23.3%である1.身上看護のた

めの介護保険法(1997年)などの福祉関連法が導入され,高齢者支援としての民法による成年後見制度も2000年に施

行された.また,高齢者のための施設である老人福祉施設も時間を掛けながらも整備されている. 

このように高齢者に対する身体や財産の問題は解決されてきたが,その一方で成年被後見人の選挙権2のような人

権に対する問題は十分に解決されたとは言い切れない. 

その中でも,高齢者や障がい者のプライバシーの問題は議論すらほとんどされていない.確かに高齢者を通常の成

人と考えれば,敢えて分けて議論する必要もなく,それだけを切り分けて議論する意味はないように思える.しかし,

高齢者の中で,特に医療施設や高齢者施設に入居する者の中には,介護認定を受けるなど高齢者本人が自律的3に行動

を行えない者もいる. 

高齢者本人が自律的に行動を行えない者の個人情報を本当に守れるのか.すなわちプライバシーを侵害されたこ

とすら自覚できない高齢者の個人情報を本当に保護することができるのか.これは,障がい者にも同じことが言えよ

う.本論文は,高齢者・障がい者に対する個人情報保護について論じることで,その課題を提起すると共に,個人情報の

保護を組み込んだデザインとその社会システムを構築する必要性についても述べる. 

2. 高齢者・障がい者に対するプライバシー 

プライバシーはS.D. Warrenと L.D. BrandeisによるHarvard Law Review4の論文から端を発し,三島由紀夫作

品「宴のあと」事件5以降,日本に於いてもプライバシーは判例上権利として確立している6.プライバシー権も,人格権

として一身専属で不可譲の権利として認められている.成年被後見人等である高齢者や障がい者であっても変わる

ことはない.プライバシーについて,国際障がい者権利条約 22条は,次の通り規定されている. 

第 22条 プライバシーの尊重7 

                                                         
1
 総務省統計局「高齢者人口」(平成 23年 9月 15日現在推計)http://www.stat.go.jp/data/topics/topi541.htm 

2
 成年被後見人の選挙権については,平成 25年 3月 14日東京地裁の判決により(東京高裁に控訴後,和解),「成年被後

見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立している(平成 25年 6月 30日施

行).http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/ 
3
 「自律性」とは自分でコントロールできるかということであり,自己情報をコントロールすることができるだけの

事理弁識能力(民法 7条参照)を有することを示す.(渋谷は,プライバシーを「道徳的自律」と表現していることから,

ここでは「自律性」という言葉を使った.渋谷[2007]366頁[4]) 
4
 Warren and Brandeis [1890][7] 

5
 東京地裁昭和 39年 2月 8日民集 15巻 9号 2317頁. 

6
 憲法の明文で認められた権利ではなく,判例で認められた権利である.判例には, 比較衡量(比較衡量の原則,芦部

[2007][1])と利益衡量(価値的な利益衡量の原則,佐藤[1995][3])によって,不法行為請求と差し止め請求を求めたもの

がある.たとえば,「逆転(実名によるアメリカ兵死亡を題としたノンフィクション作品「逆転」の差止の仮処分で和

解した後,不法行為に基づく損害賠償請求)」事件(最高裁平成 6年 2月 8日民集 48巻 5号 149頁)や「週刊文春(田中

麻紀子長女の離婚に関する記事差止請求(仮処分決定))」事件(東京高裁平成 16年 3月 31日判例時報 1865号 12頁)

などがある. 
7
 国連サイト http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 

プライバシーだけではなく,名誉評判(honor and reputation)も含んで規定されている.信用の部分の英語は,reputationな

ので,わかりやすくは「評判や名声」と訳すべきであろう.そして,これは名誉と一体として考えるべきではないか.刑
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1 いかなる障がい者も,居住地又は居住施設の如何を問わず,そのプライバシー,家族,住居又は通信その他の形態の

意思疎通に対して恣意的に又は不法に干渉されず,また,名誉及び信用を不法に攻撃されない.障がい者は,このよう

な干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する. 

2 締約国は,他の者と平等に,障がい者の個人,健康及びリハビリテーションに関する情報に係るプライバシーを保

護する8. 

アメリカの判例を分析した結果から導き出したプロッサーのプライバシーの 4分類9を当該条約22条に当てはめ

ると,「私生活への侵入(Intrusion)」は 1項,「私事の公開(Public Disclosure of private facts)」2項,「誤認を生ずる

表現(False light in the public eye)」1項 2項,「(氏名,肖像など)私事の営利的使用(Appropriation)」1項 2項に該当

するものと考えられる.そのことからも,およそ 22条は古典的なプライバシー「Right to be let alone(そっとしてお

く権利)」を保護するため,公開や使用による侵害を保護できるものと考えられる.ただし,1980年9月23日のOECD

理事会で勧告された 8 原則の採択以降に考えられている現代的なプライバシー,すなわち個人データの収集,分析,利

用による侵害をすべてカバー出来るかどうかについて,若干疑問は残る10. 

3. 日本における高齢者・障がい者に対するプライバシーと個人情報11 

日本における大半の高齢者は,プライバシーに対して正しい判断能力を有することから,高齢者と非高齢者を敢え

て分ける必要性を感じることは少ない.しかし,判断能力が落ち始めたとき,すなわち事理弁識能力(民法 7 条)を欠く

ようになったとき,介護保険制度の整備と核家族化による家族構造の変化によって,このような高齢者は親族と同居

せずに高齢者向け施設(以下,施設と称する)に入居するケースも増えている.施設は,個人情報保護としてプライバシ

ー・ポリシーを公表していることも多い.当然,プライバシー・ポリシーも非高齢者に対するものと同じ内容で定め

られている12. 

しかし,施設がプライバシー・ポリシーを守っているかどうかははっきりしない.入居者,本人が判断できないとき

親族が 24時間施設を監視しているわけではなく, プライバシー・ポリシーが実現できているかどうかはどうしても

疑わしくなる13.言いかえれば,施設側の善意に任されている.また,個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり,本人

の同意を得ることが定められていても,入居者が成年被後見人であれば本人の同意が得られるはずはない.財産権の

代理権しか有しないと解されている成年後見人に本人に代わる個人情報に関する同意権があるとは言い難い14. 

これは,成年後見制度の医療同意権における施設など第三者との関係,要するに本人が判断できないときに誰が医

療行為の同意をするかという問題と酷似している.そして,海外においては,医療同意権を法律に定められた国も多い

が,日本に於いて医療同意権を定めた法律はない.ましてや,成年後見制度には個人情報利用に関して本人以外の同意

に関する規定はない15. 

民法 9条は「成年被後見人の法律行為は,取り消すことができる.ただし,日用品の購入その他日常生活に関する行

為については,この限りでない.」となっている.個人情報利用を伴う法律行為(たとえば商品の購入など)は取り消すこ

                                                                                                                                                                                           

法 233条の信用棄損が「経済的側面における人の社会的評価を保護すること(最高裁平成 15年 3月 11日刑集 57巻

3号 29頁)」から,reputationは精神的側面の評価と考えるべきであり,信用という言葉を使うべきではないものと考え

る.(田中英夫の英米法辞典,Blacksを参照) 
8
 外務省翻訳より抜粋 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_32.html 

9
 Prosser[1960][8]  

10
 ただし,同条約 2項を広く解釈することで解決しようとしているのではないか. 

11
 宇賀[2013][2] 

12
 公益社団法人全国有料老人ホーム協会の「有料老人ホーム自主行動基準モデル」では,プライバシー・ポリシーの

作成を求めている.http://www.yurokyo.or.jp/investigate/index.html 
13

 たとえば,インターネットを通して,親族に施設内の画像などを送るサービスはあっても良いはずであるが,他の入

居者のプライバシーの関係もあって実現は難しい. 
14

 小林・原[2002]268頁[5] 
15

 個人情報保護法 16条には,「個人情報取扱事業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定され

た利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない」となっている.成年被後見人のように本

人が同意の意思を表示できないこともある.4項 2～4号でも補いきれないとき,「別途法令で定める(1号)」ことにな

る.たとえば,本人の治療とは直接関係のない製薬会社の治療薬の研究のために遺伝情報を利用することが伝染病の

予防や疾病の治療などの公衆衛生の向上に直接間接を問わず,他に代用できる情報ないなど特に必要がある場合で

なければ,本人のあらかじめの同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはできない. 
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とができる.しかし,本人が個人情報取扱業者に情報を登録すれば取引相手に個人情報が渡ってしまう.この場合,個

人情報取扱業者はあらかじめ本人から情報が渡っていることから,その利用目的の範囲内で個人情報を利用できる

(個人情報保護法15条,16条1項).たとえば,本人が物を買った店舗が会員情報の登録16によって,商品の情報を提供し

てくることがある.提供された情報に基づいて, 成年被後見人である高齢者が日用品を大量に購入するなどの問題

が起こる可能性はある17.これは,古典的プライバシーの問題とは異なる. 

本人に代わって,成年後見人など代理権を有する者と契約した相手が個人情報取扱事業者であった場合,個人情報

を取り扱うに当たって利用目的はできる限り特定されることになる.利用目的に変更があったとしても,合理的な範

囲であれば,成年被後見人など本人の同意を得ることなく変更可能である(15条). 

しかし,個人情報取扱事業者に対して,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱わせる

場合,親権者,そして成年後見人(未成年者成年後見人や任意後見契約による成年後見人を含む),保佐人,補助人(そし

て以下,「成年後見人等」と称す)は,本人に代わって同意をすることはできない(16 条 1 項).だが,人の生命,身体又は

財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるときは,個人情報取扱事業者は本

人の同意を得なくても,特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱うことができる(16条3

項 2 号).たとえば,成年被後見人が重篤な病状の時,本人の同意なく,施設は施設の利用という目的を超えて,病院に対

して情報を提供することはできる. 

人の生命,身体又は財産の保護という目的がはっきりしない場合,たとえば施設が本人を他の施設に移したい場合,

他の施設に移すことが常に人の生命,身体又は財産の保護のために必要というわけではない.たとえば本人を施設か

ら退去させるために,施設が他の施設に個人情報を提供することは,15 条の特定された利用目的の達成に必要な範囲

と言い切れるか.当然その個人情報を受けて,他の施設が成年被後見人のことを知ることになるが,成年被後見人の個

人情報の内容によっては,難しいものと考えられる.もし成年被後見人が過去に患った人に感染する可能性のある性

病や結核のような再発の可能性のある伝染病などの病歴が他の施設に渡たれば,入居を拒絶されたり,入居のために

高額な一時金を請求される可能性もある.そして,これが更に進めば,施設が入居者を選別するために成年被後見人本

人の情報を収集,分析,利用することも考えられる18. 

個人情報取扱事業者に対して適正な情報利用をさせるため, 親権者や成年後見人等は「開示等の求め(29 条 1

項)19」を行使することができる.そして,開示等の求めをすることができる者として,未成年者又は成年被後見人の法

定代理人(親権者,後見人,代理権を付与された保佐人・補助人20,財産管理人(民法 25条,952 条))だけでなく,本人が委

任した代理人にも認められている(29条 3項,同施行令 8条)21. 

親権者は子の監護及び教育の権利(民法 820条)を有していることから,監護や教育にかかる情報について「開示等

                                                         
16

 会員登録を伴う契約は,成年後見人やその代理権を付与された保佐人・補助人と結ぶことになる. 
17

 消費者契約法 4条 2項「消費者は,事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,当該消費者に対してあ

る重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ,かつ,当該重要事項につい

て当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る.)を

故意に告げなかったことにより,当該事実が存在しないとの誤認をし,それによって当該消費者契約の申込み又はそ

の承諾の意思表示をしたときは,これを取り消すことができる.」としている.不利益になる事実を告げたとしても,消

費者たる成年被後見人はそれすら理解しえない場合には,日用品等の購入の場合があるので,特定の要件(本人が成年

被後見人であることを秘匿して取引するなど)と,取引の安全と消費者の利益との比較衡量(取引期間における金額に

よる制限など)して消費者契約法に基づいて取り消せるようにすべきではないか.その場合は適格性の原則(金融商

品取引法 40条,商品取引所法 215条等)を日用品等の購入などにも広く適用することも検討すべきであろう. 
18

 このような病歴によって民間の施設の入居申し込みが拒絶された場合でも,行政手続法 8条のような理由を求め

る仕組みはない. 
19「開示等の求め」とは,「保有個人データの利用目的の通知(24条 2項),保有個人データの開示(25条 1項),保有個人

データの訂正,追加又は削除(26条 1項)保有個人データの利用停止又は消去(27条 1項),保有個人データの第三者への

提供の停止(27条 2項)である. 
20

 保佐人や補助人は特定の財産に関する代理権に関する代理権(民法867条の4,876条の9)があれば,その財産に関す

る「開示等の求め」を請求することができる. 
21 個人情報に関する管理につき委任をされたが代理権の付与が明記されていない任意後見契約の任意後見人は,「開

示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人(法令 8条 2号)」となっていることから,開示等の求めを行使で

きない(任意後見契約に関する法律 2条 1号). 
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の求め」ができる.しかし,成年後見人,代理権を付与された保佐人・補助人は財産権の代理権しか有していないこと

から,身上看護に関する本人の情報の「開示等の求め」を行使することはできない.たとえば,身上看護に関する本人

の情報であっても,治療費の額のような情報は財産権に影響することから,情報の開示を求めていく必要もある.この

場合も,身上看護に関する本人の情報によって本人の財産への影響を示すことが示すことができなければ,「開示等

の求め」を行使することは難しい.財産権に影響する身上看護の情報も,財産に直接的に影響する情報なのか,治療費

の軽減を目的とするような間接的に影響する情報なのかによって分ける必要がある.医療費のような直接的に財産

権に影響する情報は「開示等の求め」の行使を認めることができるであろうが,カルテや健康診断などのような間接

的に影響する情報は「開示等の求め」の行使を認めることができないと考えるべきであろう. 

 一方,「開示等の求め」には例外規定が多く,個人情報取扱事業者はその全部または一部を拒否することができる.

成年後見人等が保有個人データの開示を求めても,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合や個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合であれば,個人情

報取扱事業者は全部又は一部を開示しなくてもよい(25 条各号).保有個人データの内容の訂正,追加又は削除は,本人

が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由があるとき,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基

づき,当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならないとされている.言いかえると, 利用目的の達成に

必要な範囲内の事実であれば保有個人データの内容の訂正等は行われず,調査を結果,正しければ訂正等をされるこ

とはない(26 条).本人が識別される保有個人データが個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われ

ているという理由(16条)又は偽りその他不正の手段により個人情報を取得されたものであるという理由(17条)によ

って,成年後見人等から保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合,その求めに理由があることが判明

したとき,是正するために必要な限度で,遅滞なく,当該保有個人データの利用停止・消去を行わなければならない(27

条1項). しかし,2つのいずれかの理由でしか成年後見人等は個人情報取扱事業者に対して保有する本人の個人デー

タの利用停止・消去を求めることはできない. 

例示した本人を施設から退去させるために,施設が他の施設に個人情報を提供する場合のように,個人情報取扱事

業者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない(23条本文).成年後見人等は,本

人の個人データの第三者への提供を本人に代わって同意することはできない.しかし,成年後見人等は本人が識別さ

れる保有個人データがあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供されているという理由によってのみ,成年後

見人等が当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められる.そして,その求めに理由があることが判明した

とき,すなわちあらかじめ本人の同意を得ていないことがわかったとき, 個人情報取扱事業者は遅滞なく,当該保有

個人データの第三者への提供を停止しなければならない(27 条 2 項).よって,成年被後見人があらかじめ同意を与え

ていれば,成年後見人等は個人情報取扱事業者に対して保有個人データの第三者への提供を停止を求めることはで

きない.ただし,この場合も例外的に人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を

得ることが困難であるとき,個人情報取扱事業者は本人の同意を得ないで個人データの提供は可能となる(23 条但

書). 

 このように開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止も極めて例外が多い.たと

えば後見登記等ファイルから知り得た記録の内容を利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合,本人の生

命,身体又は財産の保護のために必要がある場合で,本人の同意を得ることが困難であれば(16条 3項 2号),成年後見

人等は個人情報取扱事業者に対して保有する本人の個人データの利用停止・消去を求めることはできない.ただし,

偽りその他不正の手段により取得されたものであれば,本人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合で,

本人の同意を得ることが困難であっても,成年後見人等は個人情報取扱事業者に対して保有する本人の個人データ

の利用停止・消去を求めることはできるのである. 

また施設が他の施設に提供するように,成年後見人等が個人情報取扱事業者に対して保有する本人の個人データ

の第三者への提供の停止を求めても,本人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合で,本人の同意を得る

ことが困難であれば(23条1項2号),停止させることはできない. 施設内または施設間の情報提供がシステム化され

て個人データが送受信されている場合,多額の費用が掛かったり,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止が極め

て困難なこともある.その場合,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置22をとることもできる

                                                         
22

 たとえば送信を停止させるのではなく,送信先に対して送信された個人データの閲覧ができなくするような代替
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(27 条 1 項後段 2 項後段).「開示等の求め」に対して成年後見人等から求められた措置の全部又は一部について,措

置をとらない又はその措置と異なる措置をとる場合は,個人情報取扱事業者は成年後見人等に対して理由を説明し

て通知することになる(28 条).理由の説明については,必ずしも借地借家法 6 条のような「正当性」を求めるもので

はない.これは努力規定であるため,理由を説明せずに通知することもできる.そして,29 条 3 項が適用でなくても,そ

の存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものとし個人情報として保

有できない情報,すなわち「個人データの存否が明らかになることにより,本人又は第三者の生命,身体又は財産に危

害が及ぶおそれがあるもの(施行令 3条 1項 1号)」や「個人データの存否が明らかになることにより,違法又は不当

な行為を助長し,又は誘発するおそれがあるもの(施行令 3条 1項 2号)」については,個人データの保有が認められて

いないので,成年後見人等であっても個人情報取扱事業者に対して,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去

及び第三者への提供の停止を求めることができると解すべきである. 

一方,家庭裁判所の後見等の審判を受ける前に,あらかじめ本人が 16条や 23条の同意を与えていたとしても,その

親族が利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いや第三者への提供を受け入れられないときはどう

するか.たとえば本人が特別な病気の遺伝子を持っていて,その遺伝子を親族が引き継いでいる可能性が高いとき,そ

の遺伝情報を第三者に利用させることを本人が同意した場合などが想定され得る.この場合,本人の個人情報である

以上,たとえ親族であっても成年後見人等が本人の意思とは異なる個人データの内容の訂正,追加又は削除,利用の停

止,消去及び第三者への提供の停止を求めることは難しい.たとえ本人があらかじめ 16 条や 23 条の同意を与えてい

なくても,病気の治療のためなど人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得る

ことが困難であるときは,利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いや第三者への提供は許容され

る23. 

そして,根本的に 15 条による個人情報取扱事業者でなければ,個人情報保護法は適用されない.たとえば,入居者が

5,000 人を超えない老人施設には本法を適用されることはない24.このように個人情報を取り扱う事業者でも特定の

個人の数が少なければ,個人情報保護法は機能せず,プライバシー権の侵害による不法行為請求と差し止め請求をす

るしかない.比較的規模の大きい医療機関は良いが,患者や入居者が 5,000 人を超えるような大規模な診療所や老人

施設が極めて少ないことを考えると,個人情報保護法の“法の網”に掛らない事業者がたくさん存在することは法の

適用にとって決して望ましいとは考えられない. これは,社会システムとそのデザインの不備とも考えられる. 

4. 結語(結びにかえて) 

このように,成年後見人等は財産権の個人情報に於いて「開示等の求め」は行使できるが,個人情報取扱事業者の

保有する個人情報の特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いや第三者への提供(16

条,23 条)に対して,あらかじめ本人の代わりに同意を行うことはできない.成年後見制度が成年被後見人の支援のた

めの制度というのであれば,それは妥当と言えよう. 

そのため,成年後見人,代理権を付与された保佐人・補助人は,16 条や 23 条による本人のあらかじめの同意が記さ

れた契約を締結できないことになる.成年後見人等が気づかずに本人のあらかじめの同意が記された契約を締結し

ても,個人情報取扱事業者は特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いや第三者への提

供はできないと解すべきであろう25.成年後見人が本人の代わりに16条や23条の同意を認めた方が,本人の利益とな

ることも考えられる.将来的には成年後見人にもこのような同意を認めていく方がよいが,この場合,同意が成年後見

人によるプライバシーの侵害行為になり得ることも想定されることから,包括的な代理権の見直しなど成年後見制

                                                                                                                                                                                           

措置(特別な IDやパスワードを設定するなど)が考えられる. 
23

 成年後見人等には医療同意権が認められていないと考えられている(小林・原[2002]268頁[5]).しかし,生命や身体

に対する情報に対して開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を有することから,

成年後見人等は医療に関して自己情報コントロール権の一部を有していると考えるべきであろう(渋谷[2007]176頁
[4]). 
24

 正確には,「当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数

を除く.)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者」については,個人情報保護法 2条 3項 5

項の「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で

定める者」に該当するため,個人情報取扱事業者にはならない.(施行令 2条) 
25

 ただし,適用除外(16条 3項,23条 4項)があるので,たとえば年金資産の再信託であっても,第三者への利用目的の達

成に必要な範囲内であれば問題はないことになる(能見[2004] 117頁[6]). 
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度が十分に人権を尊重した規定になっていることが求められる. 

たとえばセカンドオピニオンのため,カルテや健康診断書などの身上看護に関する情報が必要になる.このような

間接的に本人の財産に影響する情報まで,成年後見人等にも個人情報取扱事業者に対する「開示等の求め」の行使を

認められなければ,適正な財産管理は難しくなる.そして,個人情報保護法は例外規定が多いため,成年後見人等が財

産管理の代理権しか有しなければ,当該代理権に基づく「開示等の求め」の行使によって情報を 100%コントロール

することは困難と言わざるを得ない.たとえば医療過誤が発生しても,成年後見人等はそれを発見することは難しい. 

一方、親族への影響も大きい遺伝情報のような極めて特殊な情報について,個人情報保護法をそのまま適用すべき

か,親族など影響を受ける者の同意など法改正や特別な法律の制定という議論はある程度必要であろう26.そして,遺

伝情報は特許権のような知的財産権と結びつく可能性は高く27,国家的な戦略が必要になるものと考えられる28. 

また,個人情報取扱事業者に該当しなければ,これに応ずる必要はないことから,高齢者・障がい者を対象とする施

設や医療機関など個人情報を管理しなければならないものに対しては,個人情報保護法の適用範囲を変えるなど,産

業の種類によって法の適用範囲を変える必要があるのではないか. 

最後に, 高齢者・障がい者に対する個人情報の保護を組み込んだ新たな社会システムを構築する方法として,プラ

イバシー・バイ・デザイン(Privacy by Design：PbD)の導入を提唱したい.事前にプライバシー対策を講ずるカナダ

のオンタリオ州の情報プライバシー・コミッショナーA.カブキアンが提唱する手法である29.プライバシーの侵害が

発生する前に予防的に運営できるものとして期待されている30.後見登記簿においても,利用価値が高いものと考え

る.これまで述べたように,高齢者や障がい者は,自らプライバシーの侵害を主張することが難しく,個人情報保護も

成年後見人等による開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止にも限界がある.

高齢者や障がい者に対する PbD の構築とプライバシー・コミッショナー(Information Commissioner31)32のよ

うな第三者機関の設置が求められる. 
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